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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（新規上場申請手続） 

第３条   （略） 

２  前項に規定する有価証券上場申請書には、次

の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

 （１）～（７） （略） 

 （８）Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者であ

る場合には、次の書類 

  ａ・ｂ （略） 

  ｃ 新規上場申請者が、九州周辺（九州、沖

縄、中国及び四国地方をいう。以下同じ。）

に本店を有しない場合には、九州周辺にお

ける事業活動及び事業計画の状況等を記載

した書面 

 （８）の２・（９） （略） 

 

付  則 

この改正規定は、平成１８年６月１日から施行

し、同日以後に上場申請を行う新規上場申請者か

ら適用する。 

（新規上場申請手続） 

第３条   （略） 

２  前項に規定する有価証券上場申請書には、次

の各号に掲げる書類を添付するものとする。 

 （１）～（７） （略） 

 （８）Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者であ

る場合には、次の書類 

  ａ・ｂ （略） 

  （新設） 

 

 

 

 

（８）の２・（９） （略） 
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有価証券上場規程別表の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

第１ 株券及び優先出資証券 

（上場手数料） 

１  株券 

第１ 株券及び優先出資証券 

（上場手数料） 

１  株券 

区分 納入期 徴収標準 

（定額・定率） 

  区分 納入期 徴収標準 

（定額・定率） 

 

新規上場申

請者の上場

申請した株

券の上場

(Q-Board

への上場を

除く。) 

（略） （略） 

 

新規上場申

請者の上場

申請した株

券の上場

(Q-Board

への上場を

除く。) 

（略） （略） 

新規上場申

請者の上場

申請した株

券のＱ－Ｂ

ｏａｒｄへ

の上場 

 

 

（略） 

 

 

 

〔定額〕 

１５０万円 

 

 

新規上場申

請者の上場

申請した株

券のＱ－Ｂ

ｏａｒｄへ

の上場 

 

 

（略） 

 

 

 

〔定額〕 

３０万円 

上場会社が

新たに発行

する株券の

上場 

（略） （略） 上場会社が

新たに発行

する株券の

上場 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

３ （略） 

 

第２～第４ （略） 

２ （略） 

３ （略） 

 

第２～第４ （略） 
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付  則 

 この改正規定は、平成１８年６月１日から施行

し、同日以後に上場申請を行う新規上場申請者か

ら適用する。 
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株券上場審査基準の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準） 

第６条  前条に規定する上場審査は、九州周辺に

本店を有する者又は有価証券上場規程第３条第

２項第８号ｃに基づく書面について本所が適当

と認める者であって、次の各号に適合する新規

上場申請者の株券を対象として行うものとす

る。 

 （１）～（６） （略） 

２  （略） 

 

付  則 

この改正規定は、平成１８年６月１日から施行

し、同日以後に上場申請を行う新規上場申請者か

ら適用する。 

（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準） 

第６条  前条に規定する上場審査は、九州周辺に

営業の主体を有し、次の各号に適合する新規上

場申請者の株券を対象として行うものとする。

 

 

 

 （１）～（６） （略） 

２  （略） 
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有価証券上場規程に関する取扱い要領の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

１０．第４条（申請の不受理）関係 

（1） 新規上場申請者（株券上場審査基準第４

条第３項の規定の適用を受ける新規上場申請

者及びＱ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者を

除く。）が次のａ又はｂに該当する場合には、

上場申請を受け付けないものとする。 

ａ・ｂ （略） 

（2） Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者が、

第３条第２項第８号ｃの書面を提出しない場

合には、上場申請を受け付けないものとする。

 

１１．第６条（上場審査料）関係 

(1)  第６条に規定する本所が定める金額は、

100 万円（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者で

ある場合は 50 万円）とする。ただし、次のａ又

はｂに掲げる場合には、その半額とする。 

 ａ・ｂ （略） 

(2) 上場審査料は、消費税額及び地方消費税額

を加算して納入するものとする。 

 

１７．第 12 条の３（上場市場の変更審査料）関係

(1) 第 12 条の３に規定する「本所が定める金

額」は、Ｑ－Ｂｏａｒｄからの上場市場の変更

の場合は 50 万円、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場市場

の変更の場合は 50 万円とする。ただし、上場市

場変更申請者が当該上場市場の変更申請により

前に上場市場の変更申請を行ったことがあり、

かつ、直近の上場市場の変更申請日の属する事

業年度の初日から起算して３年以内に上場市場

の変更申請を行う場合には、その半額とする。

(2) 上場市場の変更審査料は、消費税額及び地

方消費税額を加算して納入するものとする。 

 

19．第 14 条（申請によらない上場廃止）関係 

１０．第４条（申請の不受理）関係 

新規上場申請者（株券上場審査基準第４条第

３項の規定の適用を受ける新規上場申請者及び

Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者を除く。）

が次のａ又はｂに該当する場合には、上場申請

を受け付けないものとする。 

ａ・ｂ （略） 

（新設） 

 

 

 

１１．第６条（上場審査料）関係 

(1)  第６条に規定する本所が定める金額は、

100 万円（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの新規上場申請者で

ある場合は 10 万円）とする。ただし、次のａ又

はｂに掲げる場合には、その半額とする。 

 ａ・ｂ （略） 

  （新設） 

 

 

１７．第 12 条の３（上場市場の変更審査料）関係

第 12 条の３に規定する「本所が定める金額」

は、Ｑ－Ｂｏａｒｄからの上場市場の変更の場合

は 90 万円、Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場市場の変更

の場合は 10 万円とする。ただし、上場市場変更

申請者が当該上場市場の変更申請により前に上

場市場の変更申請を行ったことがあり、かつ、直

近の上場市場の変更申請日の属する事業年度の

初日から起算して３年以内に上場市場の変更申

請を行う場合には、その半額とする。 

  （新設） 

 

 

19．第 14 条（申請によらない上場廃止）関係 
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第２項に規定する「本所が定める金額」は、

株券上場廃止基準第３条の２第１項に規定する

審査を行う場合にあっては 50 万円、同基準第３

条の３第１項に規定する審査を行う場合にあっ

ては 30 万円とし、消費税額及び地方消費税を加

算して納入するものとする。 

 

付  則 

この改正規定は、平成１８年６月１日から施行

し、同日以後に上場申請を行う新規上場申請者及

びＱ－Ｂｏａｒｄからの上場市場の変更又はＱ－

Ｂｏａｒｄへの上場市場の変更を行う上場市場変

更申請者から適用する。 

   第２項に規定する「本所が定める金額」は、

株券上場廃止基準第３条の２第１項に規定する

審査を行う場合にあっては 50 万円、同基準第３

条の３第１項に規定する審査を行う場合にあっ

ては 30 万円とする。 
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株券上場審査基準の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

５．第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準）

第１項関係 

（削る） 

 

 

 

 （１） 株式の分布状況 

   ａ 新規上場申請者及び元引受会員は、上場申

請に係る株券の公募又は公募及び売出し（以

下この(1)及び(2)において「上場に係る公募

等」という。）の内容及び手続を記載した本

所所定の「公募又は売出予定書」を提出する

ものとし、当該予定書に変更を生じた場合に

は、直ちに変更後の「公募又は売出予定書」

を提出するものとする。ただし、本所の会員

（有価証券上場規程第３条第２項第７号に規

定する非会員証券会社を含む。）が上場に係

る公募等に関し元引受契約を締結しない場合

においては、当該上場に係る公募等に関し募

集又は売出しの取扱いを行うこととなる契約

を締結する証券会社又は外国証券会社である

本所の会員を元引受会員とみなしてこの規定

を適用する。（以下この(1)において同じ。）

  ｂ～ｇ （略） 

（２） （略） 

（３） （略） 

（３）の２ （略） 

（４） （略） 

（５） （略） 

  

付  則 

  この改正規定は、平成１８年６月１日から施行

し、同日以後に上場申請を行う新規上場申請者か

ら適用する。 

５．第６条（Ｑ－Ｂｏａｒｄへの上場審査基準）

第１項関係 

 （１） 第１項に規定する「九州周辺に営業の

主体を有する場合」とは、九州、沖縄、中国

及び四国地方に本店、工場及び取引先等の所

在地などを勘案して決定する。 

 （２） 株式の分布状況 

   ａ 新規上場申請者及び元引受会員は、上場申

請に係る株券の公募又は公募及び売出し（以

下この(2)及び(3)において「上場に係る公募

等」という。）の内容及び手続を記載した本

所所定の「公募又は売出予定書」を提出する

ものとし、当該予定書に変更を生じた場合に

は、直ちに変更後の「公募又は売出予定書」

を提出するものとする。ただし、本所の会員

（有価証券上場規程第３条第２項第７号に規

定する非会員証券会社を含む。）が上場に係

る公募等に関し元引受契約を締結しない場合

においては、当該上場に係る公募等に関し募

集又は売出しの取扱いを行うこととなる契約

を締結する証券会社又は外国証券会社である

本所の会員を元引受会員とみなしてこの規定

を適用する。（以下この(2)において同じ。）

  ｂ～ｇ （略） 

（３） （略） 

（４）  （略） 

（４）の２ (略） 

（５） （略） 

（６） （略） 
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